お客様・発注者様　各位

契約方法の見直しに関するお知らせ

平素よりシルバー人材センターをご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、令和6年11月「特定受託事業者に係る取引の正当化等に関する法律」（以下
「フリーランス法」という）が施行されました。シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適応を受けることになります。これを受け、厚生労働省からシルバー人材センターの契約方法の見直し（包括的契約）を行うよう方針が示され、当センターにおいては令和8年4月より包括的契約に移行することとなりました。

これにより、本来発注者であるお客様と会員との間に直接的契約関係が生じることとなります。
手続き上、現行と大きな変更はありません。「センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意のうえご発注いただくことで、フリーランス法で本来発注者に課せられる就業条件の
明示等は発注者様とご相談の上、センターが責任をもって行います。

詳しくは当センターホームページに近々アップいたしますのでご確認ください。
お客様においては契約方法の変更についてのご理解ご協力をお願いいたします。
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